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一
般
職
国
家
公
務
員
の
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
及
び
休
憩
時
間
関
係
条
文

(

令
和
４
年
４
月
１
日
現
在)

一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、

人
事
院
規
則
一
五
―
一
四

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
の
運
用
に
つ
い
て

休
暇
等
に
関
す
る
法
律

（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
（
抄
）

（
平
成
六
年
七
月
二
十
七
日
職
職
―
三
二
八

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
抄
）

人
事
院
事
務
総
長
通
知
）(

抄)

（
一
週
間
の
勤
務
時
間
）

第
五
条

職
員
の
勤
務
時
間
は
、
休
憩
時
間
を
除

き
、
一
週
間
当
た
り
三
十
八
時
間
四
十
五
分
と
す

る
。

２

国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は

第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
職
員
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官

職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
週
間

当
た
り
十
五
時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時
間
ま
で

の
範
囲
内
で
、
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
。

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

第
六
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務

時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
省
各
庁
の
長
は
、

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
日
に
加
え
て
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五

日
間
に
お
い
て
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で

の
五
日
間
に
お
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十

五
分
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、

一
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
日
に
つ
き
七

時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤
務
時
間

を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務

第
三

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤

1
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時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
）

務
時
間
の
割
振
り
並
び
に
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
（
人
事
院
規
則
で
定

第
二
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
人
事
院
規
則
で

く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
関
係

め
る
職
員
及
び
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職

定
め
る
職
員
は
、
皇
宮
警
察
学
校
初
任
科
、
航
空
保
安

員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

大
学
校
又
は
気
象
大
学
校
の
学
生
と
す
る
。

つ
い
て
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員

の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割

第
三
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認

勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の

一

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
六
時
間
以
上
と
す
る

１

規
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
「
人
事
院
の
定
め
る

申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週

こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
（
勤
務
時
間
法
第
十
四
条
に

日
」
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

を
単
位
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
（
次

規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休

⑴

職
員
が
日
を
単
位
と
し
て
出
張
す
る
日

項
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。
）
ご
と
の

日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
人
事
院
の
定
め

⑵

職
員
が
規
則
第
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
研
修
（
同

期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る

る
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
条
の
三
に
お
い
て

条
の
人
事
院
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限

よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と

「
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四

る
。
）
を
受
け
る
日

が
で
き
る
。

十
五
分
（
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

⑶

第
十
七
の
第
二
項
に
よ
る
計
画
表
等
に
よ
り
、
職

短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任

員
が
休
暇
を
使
用
し
て
一
日
の
勤
務
時
間
の
全
て
を

用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て

勤
務
し
な
い
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

は
、
当
該
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
勤
務
時
間

な
日

法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
位
期
間
ご
と
の
期

間
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
当
該
期
間
に
お
け
る
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
以
外
の
日
の
日
数
で

除
し
て
得
た
時
間
。
次
項
及
び
第
四
条
の
三
第
一
項

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
。

二

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除

き
、
各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定

す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
部

局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る

五
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の

項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共

通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。

三

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

2
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２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
各
省
各
庁

の
長
が
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告

を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
能

率
の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分

に
応
じ
、
前
項
第
三
号
及
び
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
法
第
六
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と

人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）第３２条

の規定に基づく別段の定めについて

（平成２８年３月２５日職職―８５ 人事院事務総長通知）（抄）

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律第３３

号）第６条第３項の規定により勤務時間を割り振る場合において、平成

２８年４月１日以降、下記のとおりとすることについて人事院規則１５

―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）（以下「規則」という。）第

３２条による人事院の承認があったものとして取り扱って差し支えあり

ません。

規則第３条第２項第１号に掲げる職員について、規則第４条第２項第

２号の規定により勤務時間を割り振る場合であって、試験研究業務の特

殊性により、早朝からの実験業務等を行うことが業務上不可欠であると

認めるときは、規則第３条第１項第３号の規定は、同号中「午前７時以

後」とあるのは「午前５時以後」と読み替えて適用すること。

3
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が
で
き
る
。

一

給
与
法
別
表
第
七
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

２

規
則
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
「
次
長
」
と
は
、
試

る
職
員
（
試
験
所
、
研
究
所
そ
の
他
の
試
験
研
究
又

験
所
、
研
究
所
そ
の
他
の
試
験
研
究
又
は
調
査
研
究
に

は
調
査
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
機
関
の
長
及
び

関
す
る
業
務
を
行
う
機
関
に
お
い
て
、
そ
の
長
の
職
務

次
長
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
研
究

全
般
に
つ
い
て
こ
れ
を
直
接
補
佐
す
る
職
員
を
い
う
。

職
員
」
と
い
う
。
）
、
任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第

３

規
則
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
「
試
験
研
究
に
関
す

一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職

る
業
務
の
遂
行
を
支
援
す
る
業
務
」
に
は
、
人
事
、
会

員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
任
期
付
研
究
員
」
と

計
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
業
務
は
含
ま
れ
な
い
も
の

い
う
。
）
又
は
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
の
遂
行
を

と
す
る
。

支
援
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
（
特
定
研
究
職
員

の
う
ち
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員

又
は
任
期
付
研
究
員
の
指
揮
監
督
の
下
に
業
務
の
相

当
の
部
分
を
自
ら
の
判
断
で
遂
行
す
る
職
員
に
限

る
。
）

次
に
掲
げ
る
基
準

イ

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
と
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時

間
四
十
五
分
と
す
る
こ
と
。

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
一

日
以
上
の
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の

時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
日
に

つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下
の
範
囲
内

で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら

か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又

は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
号
の
基
準
に
よ
り
勤
務

時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と

す
る
こ
と
。

二

給
与
法
別
表
第
十
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適

４

規
則
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
人
事
院

用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
調
査
、
研
究
又
は
情
報

と
の
協
議
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
、

の
分
析
を
主
と
し
て
行
う
職
員
そ
の
他
各
省
各
庁
の

事
前
に
相
当
の
期
間
を
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

長
が
人
事
院
と
協
議
し
て
定
め
る
職
員

次
に
掲
げ

⑴

協
議
の
対
象
と
な
る
職
員
が
占
め
る
官
職
及
び
そ

る
基
準

の
職
務
内
容

イ

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
（
各

⑵

規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
よ
う
と
す

省
各
庁
の
長
が
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
特
に
資

る
理
由

す
る
と
認
め
る
場
合
は
、
二
時
間
以
上
）
と
す
る

⑶

そ
の
他
必
要
な
事
項

こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間

四
十
五
分
と
す
る
こ
と
。

4
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ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
（
各
省
各
庁
の
長
が
、
公

務
の
能
率
の
向
上
に
特
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合

は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち

一
日
以
上
の
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

の
時
間
帯
）
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一

日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下
の
範

囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に

あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部

局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
号
の
基
準
に
よ
り

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時

間
と
す
る
こ
と
。

三

矯
正
施
設
（
矯
正
医
官
の
兼
業
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
矯
正
施
設
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
十
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長

で
あ
る
矯
正
医
官
（
同
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す

る
矯
正
医
官
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
矯
正
医
官
で
あ
っ

て
、
矯
正
施
設
の
外
の
医
療
機
関
、
大
学
そ
の
他
の

場
所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究
若
し
く
は

情
報
の
収
集
若
し
く
は
交
換
又
は
矯
正
施
設
内
に
お

け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究
に
従
事
す
る
も
の

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四

時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除
き
、

各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
二

時
間
が
そ
の
一
部
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す

る
こ
と
。

３

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
七
時
間
四
十
五
分
に

５

規
則
第
三
条
第
三
項
（
規
則
第
四
条
の
三
第
二
項
に

満
た
な
い
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日
に
係
る

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時

該
規
定
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る

間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ

の
は
、
当
該
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
（
規
則
第
三

に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

び
第
二
号
又
は
第
二
項
各
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤

員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務
内
容
、
勤
務
す

務
時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ

る
部
局
又
は
機
関
の
他
の
職
員
の
勤
務
時
間
帯
等
を
考

5
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ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

慮
し
て
公
務
の
運
営
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に

限
る
。

４

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し

６

規
則
第
三
条
第
四
項
（
規
則
第
四
条
の
三
第
二
項
に

て
人
事
院
の
定
め
る
場
合
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い

て
同
じ
。
）
の
「
人
事
院
の
定
め
る
場
合
」
は
、
次
に

て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第

掲
げ
る
場
合
と
し
、
規
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
若
し
く
は
第

り
同
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る

三
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら

の
は
、
当
該
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
⑴
の

な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

規
定
に
よ
り
始
業
若
し
く
は
終
業
の
時
刻
を
設
定
し
、

⑵
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
延
長
し
、
又
は
⑶
の
規

定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
き
、
若
し
く
は
延
長
す
る
た

め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
限
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
⑶
の
申
出
に
つ
い
て

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
出

を
し
た
職
員
に
照
会
す
る
な
ど
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確

認
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴

超
過
勤
務
（
規
則
第
十
六
条
に
規
定
す
る
超
過
勤

務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
職
員
の
疲
労
の

蓄
積
を
防
ぐ
た
め
、
始
業
の
時
刻
を
規
則
第
三
条
第

一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
若

し
く
は
第
三
号
（
規
則
第
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
第
三

号
）
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定

め
る
連
続
す
る
時
間
（
以
下
「
コ
ア
タ
イ
ム
等
」
と

い
う
。
）
の
始
ま
る
時
刻
よ
り
後
に
設
定
し
、
又
は

終
業
の
時
刻
を
コ
ア
タ
イ
ム
等
の
終
わ
る
時
刻
よ
り

前
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

⑵

職
員
が
規
則
第
四
条
第
二
項
（
規
則
第
四
条
の
三

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規

則
第
四
条
の
四
第
三
項
）
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら

れ
る
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間
帯
に
お
い
て
在
宅
勤

務
（
職
員
の
住
居
に
お
け
る
勤
務
を
い
う
。
第
六
の

第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
（
当
該
時

間
帯
の
直
前
又
は
直
後
に
置
く
第
二
十
二
項
の
規
定

に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
周
知
し
た
休
憩
時
間
に
職
員
の

住
居
と
通
常
の
勤
務
場
所
と
の
間
の
移
動
が
必
要
と

6
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な
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
当
該
休
憩
時
間

を
当
該
移
動
に
要
す
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
。

⑶

規
則
第
四
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
職
員
が
、
第

六
の
第
三
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
コ
ア

タ
イ
ム
等
の
始
ま
る
時
刻
か
ら
終
わ
る
時
刻
ま
で
の

間
に
休
憩
時
間
を
置
く
必
要
が
あ
る
場
合
又
は
休
憩

に
必
要
な
時
間
を
確
保
す
る
た
め
に
規
則
第
七
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
六
の
第
三
項
及
び
第
六
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
を
延

長
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
（
当
該
休
憩
時
間
の
延
長

に
つ
い
て
当
該
職
員
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公

務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限

る
。
）

第
四
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
職
員
の
申
告

７

職
員
が
規
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
四
第
一

は
、
前
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

項
の
申
告
を
す
る
場
合
に
は
、
十
五
分
を
単
位
と
し
て

ば
な
ら
な
い
。

行
う
も
の
と
す
る
。
各
省
各
庁
の
長
が
規
則
第
四
条
第

二
項
若
し
く
は
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤

務
時
間
を
割
り
振
り
、
又
は
規
則
第
四
条
第
三
項
若
し

く
は
第
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の

割
振
り
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す

る
。

８

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
単
位
期

間
（
規
則
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
単
位
期
間
を
い

う
。
第
四
の
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
休
日

が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場

合
に
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
前

項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
規

９

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割

定
に
よ
る
申
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申

振
り
並
び
に
規
則
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

告
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

週
休
日
の
設
定
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
単
位
期

る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

間
の
開
始
以
前
に
行
う
も
の
と
し
、
規
則
第
四
条
第
二

る
。

項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
で
き
る
限

り
、
単
位
期
間
が
始
ま
る
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
一

週
間
前
の
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

7
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一

前
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告

当
該

規
則
第
四
条
第
二
項
第
一
号
後
段
の
規
定
に
よ
る
勤

10

申
告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤

よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申

務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が

告
ど
お
り
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
と
公
務
の
運
営
に

生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め

支
障
が
生
ず
る
日
に
つ
い
て
勤
務
時
間
数
を
変
更
し
て

る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い

き
る
も
の
と
す
る
。

て
、
当
該
支
障
が
生
ず
る
日
以
外
の
日
に
つ
い
て
勤
務

時
間
数
を
変
更
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

る
。

⑴

申
告
さ
れ
た
勤
務
時
間
を
延
長
し
て
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
日
に
つ
い
て
は
、
延
長
後
の
勤
務
時
間
が

七
時
間
四
十
五
分
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
お

け
る
勤
務
時
間
を
当
該
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
法

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
以
外
の
日
の

日
数
で
除
し
て
得
た
時
間
。
以
下
こ
の
⑴
、
第
十
三

項
⑴
ア
及
び
第
十
七
項
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超

え
な
い
よ
う
に
し
、
申
告
さ
れ
た
勤
務
時
間
を
短
縮

し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
に
つ
い
て
は
、
短
縮

後
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を
下
回
ら
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
。

⑵

始
業
の
時
刻
は
、
申
告
さ
れ
た
始
業
の
時
刻
、
標

準
勤
務
時
間
（
各
省
各
庁
の
長
が
、
職
員
が
勤
務
す

る
部
局
又
は
機
関
の
職
員
の
勤
務
時
間
帯
等
を
考
慮

し
て
、
七
時
間
四
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
定
め
る
標

準
的
な
一
日
の
勤
務
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
始
ま
る
時
刻
又
は
官
庁
執
務
時
間
（
大
正
十
一
年

閣
令
第
六
号
（
官
庁
執
務
時
間
並
休
暇
に
関
す
る

件
）
第
一
項
に
定
め
る
官
庁
の
執
務
時
間
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
始
ま
る
時
刻
の
う
ち
最
も
早
い
時

刻
以
後
に
設
定
し
、
か
つ
、
終
業
の
時
刻
は
、
申
告

さ
れ
た
終
業
の
時
刻
、
標
準
勤
務
時
間
の
終
わ
る
時

刻
又
は
官
庁
執
務
時
間
の
終
わ
る
時
刻
の
う
ち
最
も

遅
い
時
刻
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

二

前
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告

当
該

規
則
第
四
条
第
二
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

11

申
告
ど
お
り
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

る
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
前
項
⑴
に
定
め
る
基
準
に

8
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る
。
た
だ
し
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割

適
合
す
る
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
ほ
か
、
始
業
の
時

振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認

刻
を
申
告
さ
れ
た
始
業
の
時
刻
と
標
準
勤
務
時
間
の
始

め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

ま
る
時
刻
と
の
間
に
設
定
し
、
か
つ
、
終
業
の
時
刻
を

よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

申
告
さ
れ
た
終
業
の
時
刻
と
標
準
勤
務
時
間
の
終
わ
る

す
る
。

時
刻
と
の
間
に
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
申
告
ど
お
り
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
と
公

務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
日
に
つ
い
て
勤
務
時
間
数

を
変
更
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
と
き
は
、
必
要
な

限
度
に
お
い
て
、
当
該
支
障
が
生
ず
る
日
以
外
の
日
に

つ
い
て
勤
務
時
間
数
を
変
更
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
も
の
と
し
、
そ
の
日
の
選
択
及
び
勤
務
時
間
の
割
振

り
に
当
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
、
職
員
の
希
望
を
考

慮
す
る
も
の
と
す
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割

振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
勤

務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
員
か
ら
あ
ら
か
じ
め
前
項
の
規
定
に
よ
り
割
り

振
ら
れ
た
勤
務
時
間
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
割

振
り
を
変
更
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
の
始
業
又
は
終

業
の
時
刻
に
つ
い
て
変
更
の
申
告
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
変
更
す
る
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ

規
則
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
割
り
振

12

の
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
の

ら
れ
た
勤
務
時
間
に
係
る
同
条
第
三
項
第
二
号
の
場
合

後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
り
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振

に
お
け
る
変
更
は
、
各
省
各
庁
の
長
が
当
該
勤
務
時
間

り
又
は
当
該
変
更
の
後
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ

を
変
更
し
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生

る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合

ず
る
と
認
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
第
十

に
お
い
て
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

項
⑴
及
び
⑵
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
う

変
更
す
る
と
き
。

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勤
務
時
間
の
割

振
り
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
（
以
下
「
変
更
日
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
既
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
勤
務
時

間
数
を
変
更
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
と
き
は
、
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
変
更
日
以
外
の
日
に
つ
い

て
既
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
数
を
変
更
し
て

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ

の
日
の
選
択
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
に
当
た

9
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っ
て
は
、
で
き
る
限
り
、
職
員
の
希
望
を
考
慮
す
る
も

の
と
す
る
。

規
則
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
割
り
振

13
ら
れ
た
勤
務
時
間
に
係
る
同
条
第
三
項
第
二
号
の
場
合

に
お
け
る
変
更
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

⑴

変
更
日
の
属
す
る
単
位
期
間
が
始
ま
る
日
の
前
日

か
ら
起
算
し
て
一
週
間
前
の
日
ま
で
に
勤
務
時
間
の

割
振
り
の
変
更
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
変
更
日
に
つ
い
て
既
に
割
り
振
ら
れ
て

い
る
勤
務
時
間
数
を
変
更
す
る
と
き
は
、
必
要
な
限

度
に
お
い
て
、
当
該
変
更
日
以
外
の
日
に
つ
い
て
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
既
に
割
り
振
ら

れ
て
い
る
勤
務
時
間
数
を
変
更
し
て
勤
務
時
間
の
割

振
り
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の

日
の
選
択
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
に
当
た

っ
て
は
、
で
き
る
限
り
、
職
員
の
希
望
を
考
慮
す
る

も
の
と
す
る
。

ア

勤
務
時
間
を
延
長
す
る
日
に
つ
い
て
は
、
延
長

後
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い

よ
う
に
し
、
勤
務
時
間
を
短
縮
す
る
日
に
つ
い
て

は
、
短
縮
後
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を

下
回
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

イ

変
更
前
の
始
業
の
時
刻
と
標
準
勤
務
時
間
の
始

ま
る
時
刻
と
の
間
に
始
業
の
時
刻
を
設
定
し
、
か

つ
、
変
更
前
の
終
業
の
時
刻
と
標
準
勤
務
時
間
の

終
わ
る
時
刻
と
の
間
に
終
業
の
時
刻
を
設
定
す
る

こ
と
。

⑵

変
更
日
の
属
す
る
単
位
期
間
が
始
ま
る
日
の
前
日

か
ら
起
算
し
て
一
週
間
前
の
日
後
に
勤
務
時
間
の
割

振
り
の
変
更
を
行
う
と
き
は
、
当
該
変
更
日
に
つ
い

て
既
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
数
を
変
更
せ

ず
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に

行
う
も
の
と
す
る
。

ア

変
更
日
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
以
下

の
場
合
に
は
、
変
更
前
の
始
業
の
時
刻
と
標
準
勤

10
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務
時
間
の
始
ま
る
時
刻
と
の
間
に
始
業
の
時
刻
を

設
定
し
、
又
は
変
更
前
の
終
業
の
時
刻
と
標
準
勤

務
時
間
の
終
わ
る
時
刻
と
の
間
に
終
業
の
時
刻
を

設
定
す
る
こ
と
。

イ

変
更
日
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を
超

え
て
い
る
場
合
に
は
、
変
更
前
の
始
業
の
時
刻
と

標
準
勤
務
時
間
の
始
ま
る
時
刻
と
の
間
に
始
業
の

時
刻
を
設
定
し
、
か
つ
、
変
更
前
の
終
業
の
時
刻

と
標
準
勤
務
時
間
の
終
わ
る
時
刻
と
の
間
に
終
業

の
時
刻
を
設
定
す
る
こ
と
。

４

申
告
並
び
に
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割

規
則
第
四
条
第
四
項
（
規
則
第
四
条
の
四
第
五
項
に

14

振
り
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
の

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
告
簿
及
び
割

変
更
は
、
そ
れ
ぞ
れ
申
告
簿
及
び
割
振
り
簿
に
よ
り
行

振
り
簿
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

う
も
の
と
し
、
申
告
簿
及
び
割
振
り
簿
に
関
し
必
要
な

⑴

申
告
簿
は
、
各
省
各
庁
の
長
が
作
成
し
、
次
に
掲

事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

げ
る
記
載
事
項
の
欄
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

ア

職
員
の
氏
名

イ

申
告
の
対
象
と
す
る
期
間

ウ

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
勤

務
時
間
の
形
態
（
規
則
第
四
条
の
四
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
刻
及

び
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く

週
休
日
と
す
る
日
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
勤
務
時

間
の
形
態
。
⑵
ウ
に
お
い
て
同
じ
。
）

エ

割
振
り
後
の
勤
務
時
間
の
変
更

オ

本
人
の
確
認

カ

申
告
年
月
日

⑵

割
振
り
簿
は
、
各
省
各
庁
の
長
が
作
成
し
、
次
に

掲
げ
る
記
載
事
項
の
欄
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

ア

職
員
の
氏
名

イ

割
振
り
の
対
象
と
す
る
期
間

ウ

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
勤

務
時
間
の
形
態

エ

割
振
り
後
の
勤
務
時
間
の
変
更

オ

各
省
各
庁
の
長
の
確
認

カ

割
振
り
年
月
日

⑶

申
告
簿
及
び
割
振
り
簿
を
作
成
す
る
際
の
参
考
例

11
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を
示
せ
ば
、
別
紙
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
四
条
の
二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
人
事
院
規

規
則
第
四
条
の
二
の
「
人
事
院
の
定
め
る
場
合
」
は

15

則
で
定
め
る
期
間
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
単
位
期

次
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
当
該
場

間
」
と
い
う
。
）
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の

合
の
区
分
に
応
じ
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
法

規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
四
週

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り

間
（
四
週
間
で
は
適
正
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
う

に
係
る
単
位
期
間
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
一
週
間
、

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
場
合

二
週
間
又
は
三
週
間
と
す
る
。

に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一

⑴

部
局
又
は
機
関
内
の
職
員
に
つ
い
て
規
則
第
四
条

週
間
、
二
週
間
又
は
三
週
間
）
と
し
、
同
条
第
四
項
の

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
係
る

規
定
に
基
づ
く
週
休
日
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週

単
位
期
間
が
始
ま
る
日
を
同
一
の
日
と
す
る
こ
と
が

休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
勤
務
時
間
の
割
振

公
務
の
円
滑
な
運
営
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
い

り
に
つ
い
て
は
一
週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週

て
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日
の
初
日
が

間
の
う
ち
職
員
が
選
択
す
る
期
間
と
す
る
。

当
該
部
局
又
は
機
関
内
の
他
の
同
条
第
一
項
の
申
告

を
行
っ
た
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
係
る
単
位

期
間
の
中
途
の
日
で
あ
る
と
き

当
該
初
日
か
ら
当

該
単
位
期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間

⑵

勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日
の
初
日
か
ら

起
算
し
て
四
週
間
を
経
過
す
る
日
前
に
国
家
公
務
員

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
一

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
そ
の
他
の
離
職

を
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合

当
該
初
日
か

ら
当
該
離
職
を
す
る
日
ま
で
の
期
間

⑶

育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
職
員
の
育
児
短
時

間
勤
務
の
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
四
週
間
ご
と
に
区

分
し
た
場
合
に
お
い
て
、
最
後
に
四
週
間
未
満
の
期

間
を
生
じ
た
と
き

当
該
期
間

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
）

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い

第
四
条
の
三

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基

て
、
週
休
日
並
び
に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ

づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ

い
て
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
一
項
の
規

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当
該
職
員
の
週
休
日

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休

を
設
け
、
及
び
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振

日
に
加
え
て
設
け
る
週
休
日
は
、
単
位
期
間
を
そ
の

る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る

初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
単
位

12
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場
合
に
は
、
同
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

期
間
が
一
週
間
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期

ら
ず
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

間
。
次
号
に
お
い
て
「
区
分
期
間
」
と
い
う
。
）
ご

職
員
の
申
告
を
経
て
、
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に

と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

つ
き
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
に
加
え
て
当

二

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
と
す
る

該
職
員
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
当
該
期
間
に
つ

こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四

き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
当

十
五
分
と
す
る
も
の
と
し
、
区
分
期
間
（
前
号
の
規

該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き

定
に
よ
る
週
休
日
を
含
む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご

る
。

と
に
つ
き
一
日
（
次
号
に
お
い
て
「
特
例
対
象
日
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
四
時
間
未
満
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
を
除

き
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
三
十
分
以
下

の
範
囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と

に
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部

局
又
は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤

務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
を
定
め
た
職
員

の
当
該
特
例
対
象
日
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
こ
と
。

四

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

【
再
掲
】

２

第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規

５

規
則
第
三
条
第
三
項
（
規
則
第
四
条
の
三
第
二
項
に

定
に
基
づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
当

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中

該
規
定
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る

「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
四
項
」

の
は
、
当
該
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
（
規
則
第
三

と
、
「
第
一
項
第
一
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

第
二
号
又
は
第
二
項
各
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務

員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務
内
容
、
勤
務
す

時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

る
部
局
又
は
機
関
の
他
の
職
員
の
勤
務
時
間
帯
等
を
考

条
の
三
第
一
項
第
二
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時

慮
し
て
公
務
の
運
営
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に

間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
号
」
と
、
同
条

限
る
。

第
四
項
中
「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条

６

規
則
第
三
条
第
四
項
（
規
則
第
四
条
の
三
第
二
項
に

第
四
項
」
と
、
「
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

ロ
、
第
二
号
ロ
若
し
く
は
第
三
号
（
た
だ
し
書
を
除

て
同
じ
。
）
の
「
人
事
院
の
定
め
る
場
合
」
は
、
次
に

13
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く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一
項
第
三

掲
げ
る
場
合
と
し
、
規
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

り
同
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
当
該
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
⑴
の

規
定
に
よ
り
始
業
若
し
く
は
終
業
の
時
刻
を
設
定
し
、

⑵
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
延
長
し
、
又
は
⑶
の
規

定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
き
、
若
し
く
は
延
長
す
る
た

め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
限
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
⑶
の
申
出
に
つ
い
て

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
出

を
し
た
職
員
に
照
会
す
る
な
ど
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確

認
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴

超
過
勤
務
（
規
則
第
十
六
条
に
規
定
す
る
超
過
勤

務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
職
員
の
疲
労
の

蓄
積
を
防
ぐ
た
め
、
始
業
の
時
刻
を
規
則
第
三
条
第

一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
若

し
く
は
第
三
号
（
規
則
第
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
第
三

号
）
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定

め
る
連
続
す
る
時
間
（
以
下
「
コ
ア
タ
イ
ム
等
」
と

い
う
。
）
の
始
ま
る
時
刻
よ
り
後
に
設
定
し
、
又
は

終
業
の
時
刻
を
コ
ア
タ
イ
ム
等
の
終
わ
る
時
刻
よ
り

前
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

⑵

職
員
が
規
則
第
四
条
第
二
項
（
規
則
第
四
条
の
三

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
規

則
第
四
条
の
四
第
三
項
）
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら

れ
る
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間
帯
に
お
い
て
在
宅
勤

務
（
職
員
の
住
居
に
お
け
る
勤
務
を
い
う
。
第
六
の

第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
（
当
該
時

間
帯
の
直
前
又
は
直
後
に
置
く
第
二
十
二
項
の
規
定

に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
周
知
し
た
休
憩
時
間
に
職
員
の

住
居
と
通
常
の
勤
務
場
所
と
の
間
の
移
動
が
必
要
と

な
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
当
該
休
憩
時
間

を
当
該
移
動
に
要
す
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
。

⑶

規
則
第
四
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
職
員
が
、
第

六
の
第
三
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
コ
ア

14
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タ
イ
ム
等
の
始
ま
る
時
刻
か
ら
終
わ
る
時
刻
ま
で
の

間
に
休
憩
時
間
を
置
く
必
要
が
あ
る
場
合
又
は
休
憩

に
必
要
な
時
間
を
確
保
す
る
た
め
に
規
則
第
七
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
六
の
第
三
項
及
び
第
六
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
を
延

長
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
（
当
該
休
憩
時
間
の
延
長

に
つ
い
て
当
該
職
員
か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公

務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限

る
。

第
四
条
の
四

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
職
員
の
申

職
員
は
、
規
則
第
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

16

告
は
、
前
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

申
告
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

れ
ば
な
ら
な
い
。

状
況
届
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴

状
況
届
は
、
各
省
各
庁
の
長
が
作
成
し
、
次
に
掲

げ
る
記
載
事
項
の
欄
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

ア

職
員
の
所
属
及
び
氏
名

イ

当
該
申
告
に
係
る
子
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第

四
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ

れ
る
者
を
含
む
。
第
二
十
項
⑶
及
び
⑷
を
除
き
、

以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
、
職
員
と
の
同
居
又
は
別

居
の
別
、
職
員
と
の
続
柄
等
（
当
該
子
が
勤
務
時

間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に
含
ま

れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
事
実
）
、
生
年
月
日
及
び
養
子
縁
組
の

効
力
が
生
じ
た
日

ウ

当
該
申
告
に
係
る
要
介
護
者
（
規
則
第
四
条
の

五
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む

の
に
支
障
が
あ
る
者
を
い
う
。
第
十
九
項
、
別
紙

第

一

の

二

及

び

別

紙

第

一

の

三

に

お

い

て

同

じ
。
）
の
氏
名
、
職
員
と
の
同
居
又
は
別
居
の
別

及
び
職
員
と
の
続
柄
並
び
に
当
該
要
介
護
者
の
状

態
及
び
具
体
的
な
介
護
の
内
容

エ

規
則
第
四
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
職
員
の
状

況

⑵

状
況
届
を
作
成
す
る
際
の
参
考
例
を
示
せ
ば
、
別

15
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紙
第
一
の
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
告
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
申
告
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
申
告
を
考
慮
し
て
前
条
第
一
項

規
則
第
四
条
の
四
第
三
項
後
段
に
規
定
す
る
公
務
の

17

第
一
号
の
基
準
に
よ
る
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時

運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
週
休

間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

日
の
設
定
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
定
め
る

各
省
各
庁
の
長
は
、
で
き
る
限
り
、
当
該
週
休
日
及
び

基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

勤
務
時
間
の
割
振
り
が
申
告
ど
お
り
と
な
る
よ
う
に
努

合
に
お
い
て
、
申
告
ど
お
り
に
週
休
日
を
設
け
、
又
は

め
る
も
の
と
し
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
週
休
日
を
設

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず

け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
と
公
務
の
運
営
に
支

る
日
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
週
休
日
を
勤
務
日
と

障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定

す
る
と
き
又
は
勤
務
時
間
数
を
変
更
し
て
勤
務
時
間
を

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間

割
り
振
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
支

を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

障
が
生
ず
る
日
以
外
の
日
に
つ
い
て
週
休
日
と
し
、
又

は
勤
務
時
間
数
を
変
更
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も

の
と
し
、
そ
の
週
休
日
と
す
る
日
の
選
択
に
当
た
っ
て

は
、
で
き
る
限
り
、
職
員
の
希
望
を
考
慮
す
る
も
の
と

す
る
。

⑴

そ
の
勤
務
日
と
す
る
日
又
は
申
告
さ
れ
た
勤
務
時

間
を
延
長
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
に
つ
い
て

は
、
当
該
勤
務
日
と
す
る
日
に
割
り
振
る
勤
務
時
間

又
は
延
長
後
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を
超

え
な
い
よ
う
に
し
、
申
告
さ
れ
た
勤
務
時
間
を
短
縮

し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
に
つ
い
て
は
、
短
縮

後
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を
下
回
ら
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
。

⑵

始
業
の
時
刻
は
、
申
告
さ
れ
た
始
業
の
時
刻
、
標

準
勤
務
時
間
の
始
ま
る
時
刻
又
は
官
庁
執
務
時
間
の

始
ま
る
時
刻
の
う
ち
最
も
早
い
時
刻
以
後
に
設
定

し
、
か
つ
、
終
業
の
時
刻
は
、
申
告
さ
れ
た
終
業
の

時
刻
、
標
準
勤
務
時
間
の
終
わ
る
時
刻
又
は
官
庁
執

務
時
間
の
終
わ
る
時
刻
の
う
ち
最
も
遅
い
時
刻
以
前

に
設
定
す
る
こ
と
。

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

16
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す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
及
び
勤

務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ

れ
た
後
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
員
か
ら
あ
ら
か
じ
め
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
け

ら
れ
た
週
休
日
及
び
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
始

業
若
し
く
は
終
業
の
時
刻
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ

り
変
更
さ
れ
た
後
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
始
業

若
し
く
は
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
変
更
の
申
告
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
変
更
す

る
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務

規
則
第
四
条
の
四
第
四
項
第
二
号
の
場
合
に
お
け
る

18

時
間
の
割
振
り
を
行
い
、
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ

週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
は
、
各
省
各

り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
を
行
っ

庁
の
長
が
当
該
週
休
日
又
は
当
該
勤
務
時
間
を
変
更
し

た
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認

週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の
項
の
規

め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
前
項
⑴
及
び
⑵

定
に
よ
る
変
更
の
後
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
う
も
の
と
す

振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
週
休
日
を
勤
務
日
と

め
る
場
合
に
お
い
て
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

す
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
勤
務
日

ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。

と
す
る
日
以
外
の
日
を
週
休
日
と
し
、
又
は
当
該
勤
務

日
と
す
る
日
以
外
の
日
に
つ
い
て
既
に
割
り
振
ら
れ
て

い
る
勤
務
時
間
数
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
、
変
更
日

に
つ
い
て
既
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
数
を
変

更
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
当
該
変
更
日
以
外
の
日
に
つ
い
て
既
に
割

り
振
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
数
を
変
更
し
て
勤
務
時
間

を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
週
休
日

と
す
る
日
又
は
既
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間
数

を
変
更
す
る
日
の
選
択
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変

更
に
当
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
、
職
員
の
希
望
を
考

慮
す
る
も
の
と
す
る
。

【
再
掲
】

５

第
四
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
、
第
三
項
及
び

規
則
第
四
条
第
四
項
（
規
則
第
四
条
の
四
第
五
項
に

14

前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
告
簿
及
び
割

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
申
告
並
び
に

振
り
簿
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

17
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第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定

⑴

申
告
簿
は
、
各
省
各
庁
の
長
が
作
成
し
、
次
に
掲

す
る
申
告
並
び
に
同
条
第
三
項
」
と
、
「
勤
務
時
間
の

げ
る
記
載
事
項
の
欄
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

割
振
り
及
び
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
週
休
日
の
設
定
及

ア

職
員
の
氏
名

び
勤
務
時
間
の
割
振
り
並
び
に
同
条
第
四
項
」
と
、

イ

申
告
の
対
象
と
す
る
期
間

「
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
」
と
あ
る
の
は
「
週
休
日
及

ウ

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
勤

び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

務
時
間
の
形
態
（
規
則
第
四
条
の
四
第
五
項
に
お

る
。

い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
刻
及

び
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く

週
休
日
と
す
る
日
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
勤
務
時

間
の
形
態
。
⑵
ウ
に
お
い
て
同
じ
。
）

エ

割
振
り
後
の
勤
務
時
間
の
変
更

オ

本
人
の
確
認

カ

申
告
年
月
日

⑵

割
振
り
簿
は
、
各
省
各
庁
の
長
が
作
成
し
、
次
に

掲
げ
る
記
載
事
項
の
欄
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

ア

職
員
の
氏
名

イ

割
振
り
の
対
象
と
す
る
期
間

ウ

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
勤

務
時
間
の
形
態

エ

割
振
り
後
の
勤
務
時
間
の
変
更

オ

各
省
各
庁
の
長
の
確
認

カ

割
振
り
年
月
日

⑶

申
告
簿
及
び
割
振
り
簿
を
作
成
す
る
際
の
参
考
例

を
示
せ
ば
、
別
紙
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

子
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九

第
四
条
の
五

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
の
そ

号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め

り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に

る
者
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家

十
四
号
）
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親

庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る

（
以
下
「
養
育
里
親
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
職
員
（
児

家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場

童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す

合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に

る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項

（
以
下
「
養
子
縁
組
里
親
」
と
い
う
。
）
と
し
て
当
該

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二

児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
に
限
る
。
）

号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に

に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委

18
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委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
と
す
る
。

る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
を
含

２

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
の
そ
の
他
人
事

規
則
第
四
条
の
五
第
二
項
の
「
同
居
」
に
は
、
職
員

19

む
。
）
の
養
育
又
は
配
偶
者
等
（
配
偶
者
（
届

院
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
第
二
号
に

が
要
介
護
者
の
居
住
し
て
い
る
住
宅
に
泊
ま
り
込
む
場

出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の

合
等
を
含
む
。

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

に
限
る
。
）
と
す
る
。

同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の

一

祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹

他
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
第
二
十

二

職
員
又
は
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚

規
則
第
四
条
の
五
第
二
項
第
二
号
の
「
人
事
院
が
定

20

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
別
表
第

め
る
も
の
」
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
父

⑴

父
母
の
配
偶
者

母
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
職

⑵

配
偶
者
の
父
母
の
配
偶
者

員
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
子
と
同
様
の
関
係
に
あ

⑶

子
の
配
偶
者

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
人
事
院
が
定
め
る
も
の

⑷

配
偶
者
の
子

３

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
の
人
事
院
規
則

で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
勤
務

時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に
含
ま

れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
子
を
養

育
す
る
職
員

二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る

配
偶
者
等
で
あ
っ
て
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ

り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む

の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
介
護
す
る
職
員

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況

第
四
条
の
五
の
二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
二
号

規
則
第
四
条
の
五
の
二
の
「
勤
務
時
間
の
割
振
り
に

21

に
あ
る
職
員
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も

の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
障
害
者
の
雇
用
の

つ
い
て
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二

て
は
、
職
員
の
申
出
に
よ
り
、
健
康
管
理
医
が
、
当
該

十
三
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
で
あ
る

職
員
を
診
断
し
た
医
師
の
意
見
書
そ
の
他
の
必
要
な
情

職
員
の
う
ち
、
同
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

報
に
基
づ
き
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。

対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員
及
び
当
該
職
員
以
外
の
職
員

で
あ
っ
て
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
配
慮
を
必
要

と
す
る
者
と
し
て
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及
び

安
全
保
持
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
管
理
医

が
認
め
る
も
の
と
す
る
。

19
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第
四
条
の
六

第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
週
休

日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員

は
、
第
四
条
の
五
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
又
は
前

条
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
各
省
各
庁
の
長
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
は
、
状
況
変
更
届
に
よ
り
行
う
も
の
と

規
則
第
四
条
の
六
第
二
項
の
状
況
変
更
届
に
つ
い
て

22

し
、
状
況
変
更
届
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
総
長

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

が
定
め
る
。

⑴

状
況
変
更
届
は
、
各
省
各
庁
の
長
が
作
成
し
、
次

３

第
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に

に
掲
げ
る
記
載
事
項
の
欄
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。

ア

職
員
の
所
属
及
び
氏
名

イ

規
則
第
四
条
の
五
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員

又
は
規
則
第
四
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
職
員
に

該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
事
由
及
び
そ
の
発
生

日

⑵

状
況
変
更
届
を
作
成
す
る
際
の
参
考
例
を
示
せ

ば
、
別
紙
第
一
の
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
四
条
の
七

第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
週
休

日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員

が
、
単
位
期
間
の
中
途
に
お
い
て
第
四
条
の
五
第
三
項

各
号
に
掲
げ
る
職
員
又
は
第
四
条
の
五
の
二
に
規
定
す

る
職
員
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る

当
該
単
位
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
の
週
休
日
及
び
勤
務

時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
そ
の
該
当

し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
直
前
に
当
該
単
位
期
間
に
つ
い

て
設
け
ら
れ
た
週
休
日
及
び
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の

23
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
又
は
同
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
次
の

事
項
に
つ
い
て
職
員
に
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。
周
知

し
た
事
項
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す

る
。

⑴

コ
ア
タ
イ
ム
等

⑵

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き

20
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る
時
間
帯

⑶

標
準
勤
務
時
間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻

⑷

休
憩
時
間

⑸

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
明
示
）

第
九
条

（
略
）
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時

24

規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
若
し
く
は
同
条

間
を
割
り
振
っ
た
場
合
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時

り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
っ
た
場

間
を
割
り
振
り
、
又
は
週
休
日
の
振
替
等
を
行
っ
た
場

合
に
お
け
る
規
則
第
九
条
第
二
項
の
職
員
へ
の
通
知

合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
に

は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
行
う
も
の
と

対
し
て
速
や
か
に
そ
の
内
容
を
通
知
す
る
も
の
と
す

す
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
職

る
。

員
に
周
知
し
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を

割
り
振
っ
た
場
合
に
は
、
各
勤
務
日
の
正
規
の
勤
務

時
間
及
び
休
憩
時
間

⑵

規
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の

割
振
り
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
変
更
さ
れ
た
勤
務

日
の
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間

⑶

規
則
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日

を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
っ
た
場
合
に

は
、
当
該
週
休
日
並
び
に
各
勤
務
日
の
正
規
の
勤
務

時
間
及
び
休
憩
時
間

⑷

規
則
第
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日

及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、

変
更
に
よ
り
週
休
日
と
な
っ
た
日
並
び
に
変
更
さ
れ

た
勤
務
日
の
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
二
十
三
項
⑵
の
時
間
帯
の
開

25
始
を
午
前
八
時
よ
り
後
に
設
定
し
、
又
は
当
該
時
間
帯

の
終
了
を
午
後
八
時
よ
り
前
に
設
定
す
る
場
合
に
は
、

当
該
時
間
帯
及
び
当
該
開
始
の
時
刻
又
は
当
該
終
了
の

時
刻
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
人
事
院
に
報
告
す
る
も
の

と
す
る
。
当
該
時
間
帯
に
よ
ら
な
い
こ
と
と
し
た
場
合

に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
七
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
公
務
の
運
営
上
の
事

21



- 22 -

情
に
よ
り
特
別
の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要

の
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
週
休
日
及
び
勤
務

時
間
の
割
振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に

は
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
四

週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
（
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
八
日
以
上
）
の
週
休
日

を
設
け
、
及
び
当
該
期
間
に
つ
き
第
五
条
に
規
定

す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
を
割
り

振
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
職
務
の
特

殊
性
又
は
当
該
官
庁
の
特
殊
の
必
要
に
よ
り
、
四

週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
（
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
八
日
以
上
）
の
週
休
日

を
設
け
、
又
は
当
該
期
間
に
つ
き
同
条
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て
、
人
事
院

と
協
議
し
て
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
五
十
二
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一

週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
で
週
休
日
を
設

け
、
及
び
当
該
期
間
に
つ
き
同
条
に
規
定
す
る
勤

務
時
間
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場

合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
休
憩
時
間
）

（
休
憩
時
間
）

第
六

休
憩
時
間
関
係

第
九
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
六
条
第
二
項
か
ら

第
七
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

第
四
項
ま
で
、
第
七
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り

す
る
よ
う
に
休
憩
時
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
は
、
人
事
院
規
則

一

お
お
む
ね
毎
四
時
間
の
連
続
す
る
正
規
の
勤
務
時

１

規
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
「
お
お
む
ね
毎
四
時

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時
間
を
置
か
な

間
（
勤
務
時
間
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
正

間
の
連
続
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
」
は
、
最
大
限
四
時

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
の
勤
務
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
後
に
置

間
三
十
分
の
勤
務
時
間
と
す
る
。

く
こ
と
。

二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
日

に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る

場
合
に
あ
っ
て
は
六
十
分
（
各
省
各
庁
の
長
が
、
業

務
の
運
営
並
び
に
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し

22
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て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
四
十
五
分
）
、

そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
三
十
分
以
上
と
す
る

こ
と
。

三

（
略
）

２

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
、

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
と
能
率
を
阻
害
す
る
と
認

め
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

一

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、

連
続
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
が
五
時
間
三
十
分
を
超

え
る
こ
と
と
な
る
前
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
。

二

前
号
の
休
憩
時
間
の
終
わ
る
時
刻
か
ら
連
続
す
る

正
規
の
勤
務
時
間
が
五
時
間
三
十
分
を
超
え
る
こ
と

と
な
る
前
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
。

３

前
項
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
又
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
二

号
中
「
前
号
の
休
憩
時
間
の
終
わ
る
時
刻
か
ら
」
と
あ

る
の
は
、
「
午
後
五
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
時
間
帯

に
お
い
て
、
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（平成３０年１２月１３日職職―２５９ 事務総長通知）（抄）

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律第３３号）第６条第２項

の規定により１日の正規の勤務時間が７時間４５分とされている職員に、育児若しくは介

護のため、超過勤務による疲労蓄積防止のため、修学等のため又は障害の特性等に応じる

ため早出遅出勤務をさせる場合において、始業の時刻を午前７時以後年、かつ、終業の時

刻を午後１０時以前とするときに、下記の１及び２のとりに休憩時間を置くことについて

は、平成３１年１月１日以降、人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）

第３２条による人事院の承認があったものとして取り扱って差し支えありません。

１ ６０分（当該早出遅出勤務をさせる前の勤務時間の割振りにおいて、休憩時間を４５

分又は３０分とされていた職員にあっては４５分又は３０分、休憩時間を延長されてい

た職員にあっては当該休憩時間のうち少なくとも６０分）の休憩時間を午前１１時３０

分から午後１時３０分まで又は午後５時から午後７時までのいずれかの時間帯に置くこ

と。

２ 当該休憩時間の前後に割り振られた正規の勤務時間が連続６時間３０分を超えないこ

と。

早出遅出勤務に係る休憩時間の特例について

23



- 24 -

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
と
能
率

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
規
則
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に

基
づ
き
、
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る

り
休
憩
時
間
を
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
時
間
帯
に

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律第３３号。

以下「勤務時間法」という。）第６条第３項又は第４項の規定により勤務

時間を割り振る場合の休憩時間の特例について

（平成２８年６月１６日職職―１５６ 人事院事務総長通知）（抄）

勤務時間法第６条第３項又は第４項の規定により勤務時間を割り振る場合に

おいて、終業の時刻を午後８時以前とするときに、下記のとおりに休憩時間を

置くことについては、平成２８年６月１６日以降、人事院規則１５―１４（職

員の勤務時間、休日及び休暇）第３２条による人事院の承認があったものとし

て取り扱って差し支えありません。

６０分（各省各庁の長が、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して

必要があると認める場合は、４５分）以上の休憩時間を、当該休憩時間の前後

に割り振られた正規の勤務時間が連続６時間３０分を超えないように置くこ

と。
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と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時
間
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を

置
く
こ
と
に
よ
り
当
該
時
間
帯
に
お
け
る
業
務
を
処
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
た
め
に
必
要
な
要
員
の
確
保
が
で
き
な
い
場
合
又

５

職
員
は
、
休
憩
時
間
を
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で

は
規
則
第
四
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
職
員
か
ら
、
当

き
る
。

該
時
間
帯
以
外
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
業
の
時
刻
か

ら
終
業
の
時
刻
ま
で
の
時
間
帯
に
も
休
憩
時
間
を
置
く

こ
と
に
つ
い
て
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に

支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
規
則
第
七
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
を
分
割

し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る

休
憩
時
間
の
区
分
に
応
じ
て
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
の
時
間
帯
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
休
憩
時
間
を
置

き
、
か
つ
、
当
該
時
間
帯
以
外
の
正
規
の
勤
務
時
間
の

始
業
の
時
刻
か
ら
終
業
の
時
刻
ま
で
の
時
間
帯
に
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
時
間
帯
に
、
連
続
す
る
正

規
の
勤
務
時
間
が
四
時
間
三
十
分
を
超
え
な
い
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
則
第
七
条
第
一
項
又

は
第
二
項
に
よ
る
休
憩

六
〇
分

四
五
分

時
間

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
の
時
間
帯
に
置
く
休

四
五
分

三
〇
分

三
〇
分

憩
時
間

上
記
以
外
の
時
間
帯
に

一
五
分

三
〇
分

一
五
分

置
く
休
憩
時
間

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
規
則
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
休
憩

時
間
を
置
く
だ
け
で
は
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
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こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
範
囲
内

に
お
い
て
、
当
該
休
憩
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
始
業
の
時
刻
は
午
前
七

時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す

る
も
の
と
す
る
。

⑴

当
該
勤
務
時
間
の
一
部
の
時
間
帯
に
お
け
る
在
宅

勤
務
（
当
該
在
宅
勤
務
を
行
う
時
間
帯
の
直
前
又
は

直
後
に
置
か
れ
た
当
該
休
憩
時
間
に
職
員
の
住
居
と

通
常
の
勤
務
場
所
と
の
間
の
移
動
が
必
要
と
な
る
も

の
に
限
る
。
）
の
適
切
な
実
施
を
確
保
で
き
な
い
場

合

当
該
移
動
に
要
す
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内

⑵

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
若
し
く

は
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
子
を
養

育
す
る
職
員
又
は
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
要
介
護
者
（
別
紙
第
一
の
二
及
び
別
紙
第

一
の
三
を
除
き
、
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）

を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
養
育
又
は
当
該

介
護
を
行
う
た
め
に
必
要
な
時
間
を
確
保
で
き
な
い

場
合
（
当
該
休
憩
時
間
の
延
長
に
つ
い
て
当
該
職
員

か
ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
休
憩
時

間
の
直
前
又
は
直
後
に
在
宅
勤
務
を
行
う
と
き
に
限

る
。
）

当
該
養
育
又
は
当
該
介
護
に
要
す
る
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
内

⑶

規
則
第
四
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
職
員
の
休
憩

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
を
確
保
で
き
な
い
場
合

(

当
該
休
憩
時
間
の
延
長
に
つ
い
て
当
該
職
員
か
ら
申

出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。)

休
憩
に
必
要
と
認
め

ら
れ
る
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内

５

各
省
各
庁
の
長
は
、
規
則
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
職
員
か
ら
申

出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
の
休
憩
時
間

を
、
当
該
休
憩
時
間
が
六
十
分
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
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あ
っ
て
は
四
十
五
分
又
は
三
十
分
、
四
十
五
分
と
さ
れ

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
三
十
分
に
短
縮
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

⑴

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る

職
員
が
当
該
子
を
養
育
す
る
場
合

⑵

小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別

支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
職

員
が
当
該
子
を
送
迎
す
る
た
め
、
そ
の
住
居
以
外
の

場
所
に
赴
く
場
合

⑶

要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
が
要
介
護
者
を
介
護

す
る
場
合

⑷

交
通
機
関
を
利
用
し
て
通
勤
し
た
場
合
に
、
出
勤

に
つ
い
て
職
員
の
住
居
を
出
発
し
た
時
刻
か
ら
始
業

の
時
刻
ま
で
の
時
間
と
退
勤
に
つ
い
て
終
業
の
時
刻

か
ら
職
員
の
住
居
に
到
着
す
る
ま
で
の
時
間
を
合
計

し

た

時

間

（

交

通

機

関

を

利

用

す

る

時

間

に

限

る
。
）
が
、
始
業
の
時
刻
を
遅
ら
せ
、
又
は
終
業
の

時
刻
を
早
め
る
こ
と
に
よ
り
三
十
分
以
上
短
縮
さ
れ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を

変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
合
計
し
た
時
間
を
三

十
分
以
上
短
縮
で
き
る
場
合
を
除
く
。
）
。

⑸

妊
娠
中
の
女
子
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機

関
の
混
雑
の
程
度
が
当
該
女
子
職
員
の
母
体
又
は
胎

児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

⑹

始
業
の
時
刻
か
ら
終
業
の
時
刻
ま
で
の
時
間
の
短

縮
が
規
則
第
四
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
職
員
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

６

各
省
各
庁
の
長
は
、
規
則
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
規
則
第
四
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
職
員
か

ら
申
出
が
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第
三
項
又
は
規
則
第
七
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
正
午
か
ら
午

後
一
時
ま
で
の
時
間
帯
に
置
く
休
憩
時
間
に
加
え
、
当

該
時
間
帯
以
外
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
業
の
時
刻
か

ら
終
業
の
時
刻
ま
で
の
時
間
帯
に
三
十
分
又
は
十
五
分

の
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
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い
て
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤

務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員
の
始
業
の
時
刻
は
午
前

七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定

す
る
も
の
と
す
る
。

７

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
三
項
、
第
四
項
⑵
若
し
く
は

⑶
、
第
五
項
又
は
前
項
の
申
出
に
つ
い
て
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
出
を
し
た
職
員

に
照
会
す
る
な
ど
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
も
の

と
す
る
。

（
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
の
別
段

の
定
め
）

第
三
十
二
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
業
務
若
し
く
は
勤
務

条
件
の
特
殊
性
又
は
地
域
的
若
し
く
は
季
節
的
事
情
に

よ
り
、
第
三
条
、
第
四
条
の
三
、
第
五
条
、
第
六
条
、

第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
、

第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三

項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
と
、
能
率

を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職
員
の
健
康
若
し
く
は
安

全
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
人
事
院
の
承

認
を
得
て
、
週
休
日
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日

の
振
替
等
、
休
憩
時
間
、
休
息
時
間
、
宿
日
直
勤
務
、

超
勤
代
休
時
間
の
指
定
又
は
代
休
日
の
指
定
に
つ
い
て

別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第６条第２項の規定により勤務時間

を割り振る場合の休憩時間の特例について

（令和２年２月２５日職職―９６ 人事院事務総長通知）（抄）

新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、一般職の職員の勤務時間、休暇等

に関する法律（平成６年法律第３３号）第６条第２項の規定により１日につき７時間４

５分の勤務時間を割り振る場合において、下記の１及び２のとおりに休憩時間をおくこ

とについては、令和２年２月２５日以降、当分の間、人事院規則１５―１４（職員の勤

務時間、休日及び休暇）第３２条による人事院の承認があったものとして取り扱って差

し支えありません。

１ ６０分（休憩時間を４５分又は３０分とされている職員にあっては４５分又は３０

分、休憩時間を延長されている職員にあっては当該休憩時間のうち少なくとも６０

分）の休憩時間を午前１１時３０分から午後１時３０分までの時間帯に置くこと。

２ 当該休憩時間の前後に割り振られた正規の勤務時間が連続６時間を超えないこと。
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職 職 － ３ ０

平成２８年２月５日

人 事 院 事 務 総 長

フレックスタイム制の適用について

今般、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成28年法

律第１号）により一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律

第33号）第６条第３項（フレックスタイム制）等の改正が行われ、本年４月１日

より、原則として全ての職員を対象にフレックスタイム制が拡充されることとな

りました。

拡充するフレックスタイム制は、原則として全ての職員を対象とするものであ

り、適切な公務運営を確保しつつ、より柔軟な勤務形態の下で職員の能力発揮や

公務貢献が期待できるものであることから、適用を希望する職員から申告が行わ

れた場合には、可能な限り適用するよう努めることが基本となります。

各府省におかれては、下記の事項に留意の上、適正に運用いただくようお願い

します。

記

１ 適用の判断

(1) 適用の基本的な考え方

ア 拡充後のフレックスタイム制は、原則として全ての職員を対象とするも
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のであり、適切な公務運営を確保しつつ、より柔軟な勤務形態の下で職員

の能力発揮や公務貢献が期待できるものであることから、適用を希望する

職員から申告が行われた場合には、可能な限り適用するよう努めることが

基本となる。

イ 拡充後のフレックスタイム制は、公務の運営に支障がないと認める場合

に職員の申告を考慮して勤務時間を割り振るものであるが、公務の運営に

支障がないと認められるか否かについては、申告された勤務時間と、当該

申告を行った職員や当該職員が所属する職場の職員の業務の内容や状況等

を総合的に考慮し、適切な公務運営のための体制が確保できるかにより判

断する。

当該判断は、上記のとおり、具体的な申告内容を業務の状況等に照らし

て行うものであるため、職員の申告を経て個々の職員に対し具体的な割振

りを行う段階で、現実に公務の運営に支障が生じるかにより判断する。

ウ 拡充後のフレックスタイム制における勤務時間の割振りは、上記のとお

り、公務の運営に支障がないと認める場合に行うものであるため、申告ど

おりの割振りによると公務の運営に支障が生じる場合には、必要に応じて、

職員の申告を考慮しつつ、支障が生じないよう勤務時間帯や勤務時間数を

変更して割り振ることとなる。なお、併せて仕事の進め方の見直しを行う

等により、育児又は介護を行う職員については、できる限り、当該職員の

申告どおりに割り振るよう努めるものとする。

(2) 適用が困難な業務についての考え方

上記のとおり、申告が行われた場合には、可能な限り適用するよう努める

ことが基本となるが、業務の性質上適用が困難な場合、必要な体制を確保で
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きない場合等、公務の運営に支障が生じる場合の考え方は次のとおりである。

ア 業務の性質上適用が困難な場合

業務の性質上、当該職員の勤務すべき時間帯が他律的に定まる場合や、

当該時間以外では業務遂行ができない場合については、フレックスタイム

制を適用すると公務の運営に支障が生じる場合として、職員の申告を待つ

までもなく、適用ができないとすることとなる。

イ 必要な体制を確保できない場合

国民に対する行政サービスを提供する窓口業務、検査、監視等を検査等

対象の状況に合わせて実施する業務、システムの運用、管理等のシステム

稼働時間に合わせて勤務する業務等を行う職場についても、必要な人員や

体制が確保できれば適用できると考えられる。

したがって、基本的には、希望する職員の申告を経た上で、必要な体制

が確保されるよう、必要に応じて勤務時間帯や勤務時間数を変更しつつ、

適用することとなる。

ただし、以下のような事情により、現状では通常勤務時間以外での割振

りによっては必要な体制が確保できないという場合には、公務の運営に支

障が生じるものとして、原則として適用できない取扱いとなることも考え

られる。なお、この場合に該当するかの判断は、各省各庁の長が各職場ご

とに行うものとする。

・ 人員状況（職員数が少なく、執務時間中全職員の勤務が必要）

・ 業務内容（勤務を要する時間帯が通常勤務時間に集中している）

・ 職員の業務分担（代理困難、全員で行う必要がある）

・ 繁忙時間帯（朝夕に全員がそろう必要のある繁忙時間帯がある）

原則として適用できない取扱いとする場合においても、育児又は介護を
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行う職員等配慮を行うことが相当な事情を有する職員（育児介護職員等）

については、申告を経た上で、必要な体制を確保するための工夫を行うこ

となどにより、適用するよう努めるものとする。

２ 運用に当たっての留意事項

運用に当たっては、以下の点に留意されたい。

ア 「希望する全ての職員に適用すると公務運営に支障が生じる」場合には、

育児介護職員等を優先してフレックスタイム制の適用を認めることが考えら

れる。また、育児介護職員等以外の職員間の調整については、各職場におい

て、職員の理解を得ながら、業務の必要に応じ、公平・公正に対応すること

が求められる。

イ 各省各庁の長においては、仕事の進め方の見直し等必要な体制を確保する

ための工夫も併せて行い、希望する全ての職員に適用が可能となるよう努め

られたい。

以 上
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民間労働者のフレックスタイム制及び休憩時間関係条文 

 

○ 労働基準法（昭和22年法律第49号）（抄） 

（労働時間） 

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労

働させてはならない。 

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間

を超えて、労働させてはならない。 

 

第三十二条の二 （略） 

② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なけ

ればならない。 

 

第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る

始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事

業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者

の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書

面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間と

して定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を

超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又

は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 

一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の

範囲 

二 清算期間（その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時

間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものと

する。以下この条及び次条において同じ。） 

三 清算期間における総労働時間 

四 その他厚生労働省令で定める事項 

② 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同

項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、

当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間（最後に一箇月未満の期

間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。）ごとに当該各期間を平均し

一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」

とする。 

③ 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合に

おける同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分（前項の規定により読み
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替えて適用する場合を含む。）中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三十

二条第一項の労働時間（当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に

おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働

者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清

算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定め

たときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得

た時間）」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。 

④ 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただ

し、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。 

 

第三十二条の三の二 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期

間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、

当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、

その超えた時間（第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労

働させた時間を除く。）の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払

わなければならない。 

 

（休憩） 

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八

時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなけれ

ばならない。 

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の

過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織

する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定が

あるときは、この限りでない。 

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 

 

○ 労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号）（抄） 

第十二条の二 使用者は、法第三十二条の二から第三十二条の四までの規定により労働者

に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定（労使委

員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。）において、法第三十二条の二

から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。 

② （略） 

 

第十二条の三 法第三十二条の三第一項（同条第二項及び第三項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。以下この条において同じ。）第四号の厚生労働省令で定める事項は、
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次に掲げるものとする。 

一 標準となる一日の労働時間 

二 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び

終了の時刻 

三 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、そ

の時間帯の開始及び終了の時刻 

四 法第三十二条の三第一項第二号の清算期間が一箇月を超えるものである場合にあつ

ては、同項の協定（労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設

定改善委員会の決議を含む。）の有効期間の定め 

② 法第三十二条の三第四項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出

は、様式第三号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 

 

第十五条 使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を

与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければ

ならない。 

② （略） 
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